








入 札 説 明 書 

この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説

明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状・現形を承知された

うえで、入札にご参加ください。 

入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。 

 

第１ 貸付物件 

貸付物件は、次のとおりです。なお、詳細は物件説明書をご確認ください。 

1 貸付面積には、回収ボックスの設置スペースを含みます。また、自動販売機の機種に

よっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、設

置場所の確認をしてください。 

2 現地説明会は行いません。入札参加希望の方はご自分で現地確認を行ってください。 

 

第２ 参加者の資格 

1 入札に参加できる方は、個人又は法人とします。ただし、次の(1)から(7)までのいず

れかに該当する場合は、入札に参加することができません。 

(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 238  条の 3 に規定する公有財産に関する事務

に従事する職員 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167  条の 4 第 1 項に規定する方 

(3) 地方自治法施行令第 167  条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3 

年（自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一部貸付入札に参加し、落札決定

後に正当な理由がなく契約を締結しなかった方については 3 か月）を経過しない方

（当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（平成15年 3 月 5 日付け15財用

第 5 号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受けている方を除きま

す。） 

(4) 会社更生法（平成14年法律第 154  号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る方又は民事再生法（平成11年法律第 225  号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている方（更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加

資格審査申請を行い、認定を受けた方を除きます。） 

(5) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がある方 

(6) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事

業者の排除に関する合意書」（平成20年 1 月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部

長締結）及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事

業者の排除に関する取扱要綱」（平成20年 2 月15日付け19財管第 253  号）に基づく排

物件

番号 
種類 施設名称 設置場所 貸付面積 

設置

台数 

最低貸付価格 

（月額・円） 
種別 

1  
清涼 

飲料水 
宮の渡し分室 道路側 2.0㎡ 1 台 400 新規 






























































































